
①介護保険負担限度額認定1段階対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

②介護保険負担限度額認定2段階対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

③介護保険負担限度額認定3段階①対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

④介護保険負担限度額認定3段階②対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

⑤介護保険負担限度額認定4段階

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

施設利用料にはオシメ代、洗濯代を含んでいます。その他個別日用品、嗜好品や病院での診察料,

薬代は別途自己負担となります。料金表の見方に関しては別紙を参照してください。

当施設で逝去され、死後の処置を行った際にはエンゼルケア代として10,000円をご負担頂きます。

介護保険負担分ⓐ加算部分の※のみ1ヶ月で50円となっています。

107,186

要介護5 847 50 要介護5 3,523 109,263

712 + 要介護3 3,388 105,078

要介護4 780 ※ 要介護4 3,456

955

要介護1 3,249 100,769

要介護2 641 要介護2 3,317 102,877

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

1,645

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

80,216

要介護5 847 50 要介護5 2,653 82,293

712 + 要介護3 2,518 78,108

要介護4 780 ※ 要介護4 2,586

370

要介護1 2,379 73,799

要介護2 641 要介護2 2,447 75,907

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

1,360

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

58,206

要介護5 847 50 要介護5 1,943 60,283

712 + 要介護3 1,808 56,098

要介護4 780 ※ 要介護4 1,876

370

要介護1 1,669 51,789

要介護2 641 要介護2 1,737 53,897

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

650

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

50,146

要介護5 847 50 要介護5 1,683 52,223

712 + 要介護3 1,548 48,038

要介護4 780 ※ 要介護4 1,616

370

要介護1 1,409 43,729

要介護2 641 要介護2 1,477 45,837

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

390

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

要介護5 847 50 要介護5 1,223 37,963

要介護4 780 ※ 要介護4 1,156 35,886

要介護3 712 + 要介護3 1,088 33,778300 0

要介護1 949 29,469

要介護2 641 要介護2 1,017 31,577

１ヶ月分

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

別表 令和5年4月以降

ますみ荘　施設サービス利用料金表（多床室）

※31日計算

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分



①介護保険負担限度額認定1段階対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

②介護保険負担限度額認定2段階対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

③介護保険負担限度額認定3段階①対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

④介護保険負担限度額認定3段階②対象者

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

⑤介護保険負担限度額認定4段階

円 円 円

円 円 円

円 円 ✙ 円 円 ＝ 円 円 ✙

円 円 円

円 円 円

施設利用料にはオシメ代、洗濯代を含んでいます。その他個別日用品、嗜好品や病院での診察料,

薬代は別途自己負担となります。料金表の見方に関しては別紙を参照してください。

当施設で逝去され、死後の処置を行った際にはエンゼルケア代として10,000円をご負担頂きます。

介護保険負担分ⓐ加算部分の※のみ1ヶ月で50円となっています。

116,982

要介護5 847 50 要介護5 3,839 119,059

712 + 要介護3 3,704 114,874

要介護4 780 ※ 要介護4 3,772

1,271

要介護1 3,565 110,565

要介護2 641 要介護2 3,633 112,673

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

1,645

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

94,166

要介護5 847 50 要介護5 3,103 96,243

712 + 要介護3 2,968 92,058

要介護4 780 ※ 要介護4 3,036

820

要介護1 2,829 87,749

要介護2 641 要介護2 2,897 89,857

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

1,360

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

72,156

要介護5 847 50 要介護5 2,393 74,233

712 + 要介護3 2,258 70,048

要介護4 780 ※ 要介護4 2,326

820

要介護1 2,119 65,739

要介護2 641 要介護2 2,187 67,847

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

650

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

51,696

要介護5 847 50 要介護5 1,733 53,773

712 + 要介護3 1,598 49,588

要介護4 780 ※ 要介護4 1,666

420

要介護1 1,459 45,279

要介護2 641 要介護2 1,527 47,387

要介護3

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

390

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分 １ヶ月分

要介護5 847 50 要介護5 1,543 47,883

要介護4 780 ※ 要介護4 1,476 45,806

要介護3 712 + 要介護3 1,408 43,698300 320

要介護1 1,269 39,389

要介護2 641 要介護2 1,337 41,497

１ヶ月分

ⓑ
各個別
加算

基本料金 ⓐ加算分 食費 居住費

要介護1 573
76

別表 令和5年4月以降

ますみ荘　施設サービス利用料金表（個室）

※31日計算

介護保険負担分 実費負担分
合計 1日分



〇食費・居住費の段階に関して（介護保険負担限度額認定制度） 

料金表の各段階に関しましてはご利用者の世帯の収入等によって異なります。各段階の基準は以下の通りです。 

利用者負担段階 対象となる収入状況（本人のみ） 預貯金額（本人又は夫婦） 

①、第1段階 老齢年金、生活保護受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 

②、第2段階 合計所得、課税年金額が年80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下 

③、第3段階① 合計所得、課税年金額が年80～120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下 

④、第3段階② 合計所得、課税年金額が年120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円以下 

⑤、第4段階 上記内容に当てはまらない方（基準費用） 

 ①～④の段階は本人、世帯全員の住民税非課税が条件になります。収入状況、預貯金額のどちらかでも条件に満

たさない場合は第4段階となります。どの段階に該当するか確認して料金表を参照してください。 

なお、第1段階～第3段階②に該当する方は市への申請が必要となります。 

 

〇体制加算部分 

介護保険負担分のⓐ加算部分の金額に関しましては体制加算の総額となっております。（体制加算とは必要な人

員を確保し、十分なケアが行える体制が整っている際に頂く加算となっています） 

内訳は、日常生活継続支援加算Ⅰ(36円/日)、看護体制加算Ⅰ（4円/日）、看護体制加算Ⅱ（8円/日）、夜勤職員

配置加算Ⅲ（16 円/日）、個別機能訓練加算Ⅰ（12 円/日）、科学的介護推進体制加算Ⅱ（50 円/月）となります。 

 

〇各個別加算 

料金表のⓑ各個別加算に関しましては必要に応じて算定させて頂きます。主に算定されている加算は以下の 

通りです。 

初期加算 30円/日 入所日、又は30日を超える入院後の退院日から30日間算定 

外泊加算 246円/日 入院、外泊の際、基本料金を頂かない代わりに、入院（外泊）翌日から

6日間（月をまたぐ場合は最大12日間）算定 

再入所時栄養連携加算 200円/回 入院時に食事の提供方法が大きく変わり、入院先の管理栄養士と連携

して栄養ケア計画を作成、実施した際に算定（１回限り） 

安全対策体制加算 20円/回 事故防止の為の安全対策が行えている場合算定（入所時のみ） 

経口維持加算Ⅰ 400円/月 医師の指示に基づき、他職種で観察、会議を通じて経口維持計画作成、

特別な栄養管理が行われる場合に算定 

療養食加算 6円/回 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合に算定（1日3回） 

経口移行加算 28円/日 医師の指示に基づき、経管栄養から経口摂取への移行が行われる場合

に算定（原則180日間のみ） 

看取り介護加算Ⅱ 医師が回復の見込がないと判断した場合、ご利用者やご家族の意思を尊重し、医師、

看護師、介護職員等が連携し、施設内で看取りケアを行った場合に算定。 

死亡日 1,580 円、死亡日の前日・前々日 780 円/日、死亡日前 4～30 日 144 円/日、

死亡日前31～45日72円/日 

上記加算に加え、介護職員処遇改善加算Ⅰ（基本料金、加算部分ⓐ、個別加算総額の8.3％）、介護職員等特定処

遇改善加算Ⅰ（基本料金、加算部分ⓐ、個別加算総額の2.7％）、介護職員等ベースアップ等支援加算（基本料金、

加算部分ⓐ、個別加算総額の1.6％）を算定しています。 

なお、別紙料金表の基本料金、上記の加算金額は全て 1 割負担での記載となっています。2 割負担又は 3 割負担

の方はそれぞれの負担割合で計算してください。（食費、居住費は変わりません） 

ここに挙げている体制加算、個別加算は一例です。施設の状況、ご利用者の状態等によっては上記以外の加算の

算定を検討する場合もございます。 



〇高額介護サービス費制度 

高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った利用料金が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。

（料金表の介護保険負担分と各個別加算部分が該当します。食費、居住費は該当しません。） 

区分 負担上限額（月額） 

課税所得690万円（年収1,160万円）以上 140,100円 

課税所得380万円（年収770万円）～ 

課税所得690万円（年収1,160万円）未満 

93,000円 

市町村民税課税～課税所得380万円（年収770万円）未満 44,400円 

世帯全員が市町村民税非課税 24,600円 

 前年の年金収入+その他所得が80万円以下 24,600円 

    15,000円（個人） 

生活保護受給世帯 15,000円 

※負担上限額は世帯での上限金額となります。（一部のみ個人上限額があります） 

※高額介護サービス費制度は申請が必要となります。過去に申請し適用されている場合は継続されます。 

  

〇社会福祉法人による利用者負担軽減制度 

 市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を

総合的に考え、生計が困難であると市町村が認めた場合に利用できる軽減制度です。 

 条件は以下の通りです。 

 ①年間収入が単身で150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 

 ②預貯金額が単身で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 

 ③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

 ④負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

 ⑤介護保険料を滞納していないこと。 

 軽減は料金表の介護保険負担部分（各個別加算含む）、食費、居住費が各25％軽減されます。 

 ただし、前述の介護保険利用者負担段階が2段階に該当される方に関しては、高額介護サービス費制度の軽減

の方が上回る為、食費、居住費のみ25％軽減となります。 

 

◯入院（外泊）時の居住費、食費負担に関して 

居住費に関して 

倉敷紀念病院に入院された場合、入院日から退院日までの居住費を負担して頂きます。 

倉敷紀念病院以外に入院された場合や外泊された場合、該当する料金表の段階によって異なります。利用者負

担第1段階～第3段階の方は入院2日目から7日目までは各段階に応じた居住費、入院8日目以降から退院前

日まで居住費を負担して頂きます。第 4 段階の方は入院日翌日から退院前日まで居住費を負担して頂きます。 

 

食費負担に関して 

入院日と退院日（外泊日、帰荘日）当日の食費（各段階に応じた金額）を負担して頂きます。なお、倉敷紀念

病院に入院された場合は入退院日当日の食費を負担して頂きます。 

  

〇介護保険負担限度額制度、高額介護サービス費制度、社会福祉法人による利用者負担軽減制度に関しまして、

ご利用者、もしくは世帯の預貯金、収入等の確認をさせて頂く必要がありますが、申請を施設で代行する事も

可能となっています。 

  


